
           

平
成
十
七
年
四
月
臨
時
会
（
四
月
二
十
二
日
） 

         

長 
野 
広 

域 

連 

合 

議 

会 

会 

議 

録 
     



 1 

 

長 

野 

広 

域 

連 

合 

議 

会 
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平
成
十
七
年
四
月
二
十
二
日
（
金
曜
日
） 

出 
席 

議 

員 

（
三
十
四
名
） 

第   
一     

番 
 
 
 
 
 
 

太 

田  

和 

男 

君 
第   
二     

番 
 
 
 
 
 
 

寺 

澤 

和 

男 

君 

第   
三     
番 

 
 
 
 
 
 

若 

林 

清 

美 

君 

第   

四     
番 

 
 
 
 
 
 

山 

田 

千
代
子 

君 

第   

五     

番 
 
 
 
 
 
 

三 

井 

経 

光  

君 

第   

六     

番 
 
 
 
 
 
 

加 

藤 

吉 

郎  

君 

第   

七     

番 
 
 
 
 
 
 

小 

林 

義 

和  

君 

第   

八     

番 
 
 
 
 
 
 

原 

田 

誠 

之  

君 

第 
 

九 
 

 

番 
 
 
 
 
 
 

伊 
藤 

治 

通 

君 

第 

十 
 
 

番 
 
 
 
 
 
 

小 

林 
秀 

子 

君 

第 

十
一   

番 
 
 
 
 
 
 

石 

坂 

郁 
雄  
君 

第 

十
二   

番 
 
 
 
 
 
 

松 

木 

茂 

盛  
君 

第 

十
三   

番 
 
 
 
 
 
 

植 

木 

新 

一  
君 

第 

十
四   

番 
 
 
 
 
 
 

北 

澤 

正 

啓  

君 

第 

十
五   

番         
 

  

善 

財 

文 

夫  

君 

第 

十
六 

 

番 
 
 
 
 
 
 

原 
 
 

利 

夫 

君 

第 

十
七   

番 
 
 
 
 
 
 

田 

沢 

佑 

一 

君 

第 

十
八   

番 
 
 
 
 
 
 

宮 

坂 

重 

道 

君 

第 

十
九 

 

番 
 
 
 
 
 
 

関 
 
 

正 

義 

君 

第 

二
十
一 

番 
 
 
 
 
 
 

涌 

井 

喜 

久  

君 
   

第 

二
十
二 

番 
 
 
 
 
 
 

池 

田 
 
 

哲  

君 

   

第 

二
十
三 

番 
 
 
 
 
 
 

藤 

沢 

勝 

義 

君 
   

第 

二
十
四 

番 
 
 
 
 
 
 

涌 

井 

富 

生  

君 
   

第 

二
十
六 

番 
 
 
 
 
 
 

清 

水 

昇 

二 

君 
  

第 

二
十
七 

番   
 
 

      

関 

塚 

賢
一
郎  

君 
   

第 

二
十
八 

番 
 
 
 
 
 
 

小 

林 
 
 

毅 

君 
   

第 

二
十
九 

番 
 
 
 
 
 
 

丸 

山 

憲 

夫 

君 

第 

三
十 

 

番 
 
 
 
 
 
 

廣 

田 

俊 

博  

君 
   

第 

三
十
一 

番 
 
 
 
 
 
 

村 

松 

好 

恩  

君 
   

第 

三
十
二 

番 
 
 
 
 
 
 

渡 

邉 

健 

治  

君 
   

第 

三
十
三 

番 
 
 
 
 
 
 

大
日
方 

茂 

木  

君 
   

第 

三
十
四 

番 
 
 
 
 
 
 

清 

水 

勝 

義  

君 
    

第 

三
十
五 

番 
 
 
 
 
 
 

久
保
田 

良 

一 

君 

第 

三
十
六 

番 
 
 
 
 
 
 

屋
ケ
田 

訓 

雄  

君 
 欠 

席 

議 

員
（
二
名
） 

 

第 

二
十 

 

番 
 
 
 
 
 
 

安 

島 

ふ
み
子 

君 

第 

二
十
五 

番 
 
 
 
 
 
 

西 

沢 

秀 

明 

君 
 説

明
の
た
め
会
議
に
出
席
し
た
理
事
者 

広
域
連
合
長
（
長
野
市
長
） 

 
 

鷲 

澤 

正 

一  

君 

助 
 
 
 
 

役 
 
 
 
 
 
 

市  

川 
 
 

衛  

君 
収 

 

入 
 

役 
 
 
 
 
 
 

伊 

藤 

克 

昭  

君 
副
広
域
連
合
長
（
須
坂
市
長
） 

 

三 

木 

正 

夫 

君 
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副
広
域
連
合
長
（
千
曲
市
長
） 

 

宮 

坂 

博 

敏 

君 

副
広
域
連
合
長
（
坂
城
町
長
） 

 

中 

沢 
 
 

一 

君 
副
広
域
連
合
長
（
小
布
施
町
長
） 

市 

村 

良 

三 

君 
副
広
域
連
合
長
（
高
山
村
長
） 

 

久
保
田 

勝 

士 

君 

副
広
域
連
合
長
（
信
州
新
町
長
） 

中 

村 
 
 

靖 

君 

副
広
域
連
合
長
（
信
濃
町
長
） 

 

服 

部 
 
 

洋 

君 

副
広
域
連
合
長
（
牟
礼
村
長
） 

 

遠 

山 

秀 

吉 

君 

副
広
域
連
合
長
（
三
水
村
長
） 

 

小 

栁 

伸 

一 

君 

副
広
域
連
合
長
（
小
川
村
長
） 

 

鎌 

倉 

晨 

弥 

君 

副
広
域
連
合
長
（
中
条
村
長
） 

 
宮 

島 

和 

彦 

君 
 

 

説
明
の
た
め
会
議
に
出
席
し
た
職
員 

（
事 

務 

局 

職 

員
） 

 
 

事
務
局
長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

宮 

澤 
 
 

博 
君 

 
 

事
務
局
次
長
兼
総
務
課
長 

 
 
 

中 

澤 

秀 

生 

君 

次
長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市 

村 

卓 

美 

君 
 
 

事
務
局
次
長
兼
環
境
推
進
課
長 

 

寺 

田 

裕 

明 

君 
 
 

介
護
認
定
審
査
課
長 

 
 
 
 
 

中 

村 

義 

男 

君 
 
 

総
務
課
調
整
幹 

 
 
 
 
 
 
 

小 

島 

章 

夫 

君 
 
 

総
務
課
主
幹 

 
 
 
 
 
 
 
 

和 

田 

秀 

晴 

君 

総
務
課
課
長
補
佐 

 
 
 
 
 
 

犬 

飼 
 
 

厚 

君 
 
 

環
境
推
進
課
課
長
補
佐 

 
 
 
 

山 

﨑 

千 

裕 

君 

環
境
推
進
課
課
長
補
佐 

 
 
 
 

土 

屋 

文 

治 

君 

総
務
課
係
長 

 
 
 
 
 
 
 
 

関 
 
 

貞 

巳 

君 

総
務
課
係
長 

 
 
 
 
 
 
 
 

新 

井 

芳 

美 

君 
 

介
護
認
定
審
査
課
係
長 

 
 
 
 

花 

立 

勝 

広 

君 

環
境
推
進
課
係
長 

 
 
 
 
 
 

八 

町 
 
 

充 

君 
  

職
務
の
た
め
会
議
に
出
席
し
た
職
員 

 
 

総
務
課 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

笠 

井 

伸 

朗 

君 
 
 

総
務
課 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

池 

田 

順 

英 

君 
 
 

総
務
課 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

池 

田 
 
 

匠 

君 
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議 
 
 

事 
 
 

日 
 
 

程 
  

一 
開
会
、
開
議 

一 

会
期
の
決
定 

 

一 

議
席
の
指
定 

 

一 

会
議
録
署
名
議
員
の
指
名 

 

一 

議
会
第
六
号 
常
任
委
員
会
委
員
の
選
任 

一 

議
会
第
七
号 

議
会
運
営
委
員
会
委
員
の
選
任 

一 

議
案
第
八
号
か
ら
議
案
第
十
号
ま
で
一
括
上
程
、
理
事
者
説
明
、
質
疑
、

委
員
会
付
託 

一 

議
案
第
十
一
号
上
程 

理
事
者
説
明
、
採
決 

一 

議
案
第
十
二
号
上
程 

理
事
者
説
明
、
採
決 

一 

総
務
委
員
会
副
委
員
長
互
選
の
結
果
報
告 

一 

委
員
長
報
告 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一 

委
員
長
報
告
に
対
す
る
質
疑
、
討
論
、
採
決 

一 

閉
会 

 
 

 
   

午
後
三
時
四
十
分 

開
会 

 

〇
議
長
（
伊
藤
治
通
君
）
た
だ
い
ま
の
と
こ
ろ
出
席
議
員
数
は
三
十
二
名
で
ご
ざ
い
ま

す
。 よ

っ
て
、
会
議
の
定
足
数
に
達
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
よ
り
、
平
成
十
七
年

四
月
長
野
広
域
連
合
議
会
臨
時
会
を
開
き
ま
す
。 
   

午
後
三
時
四
十
一
分 

開
議 

  
 
 

（
八
番 

原
田
誠
之
君
、
十
二
番 

松
木
茂
盛
君
着
席
） 

 

〇
議
長
（
伊
藤
治
通
君
）
本
日
の
会
議
を
開
き
ま
す
。 

本
日
の
欠
席
通
告
議
員
は
二
十
番 

安
島
ふ
み
子
さ
ん
、
の
一
名
で
あ
り
ま
す
。 

会
期
の
決
定
を
議
題
と
致
し
ま
す
。 

 
 

本
臨
時
会
の
会
期
に
つ
き
ま
し
て
は
、
議
会
運
営
委
員
会
の
意
見
を
徴
し
ま
し
た

結
果
、
本
日
一
日
と
致
し
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 

（「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

 

〇
議
長
（
伊
藤
治
通
君
）
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

よ
っ
て
、
会
期
は
本
日
一
日
と
決
定
致
し
ま
し
た
。 

 
 

な
お
、
日
程
に
つ
き
ま
し
て
は
、
お
手
元
に
配
布
の
と
お
り
行
い
た
い
と
思
い
ま

す
の
で
、
御
了
承
を
お
願
い
致
し
ま
す
。 

 
次
に
、
広
域
連
合
議
員
に
一
部
異
動
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、「
議
席
の
指
定
」
を
議

題
と
致
し
ま
す
。 
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議
長
か
ら
異
動
の
あ
っ
た
二
名
の
議
席
を
指
定
し
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
に

御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
（「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

 

〇
議
長
（
伊
藤
治
通
君
）
御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

た
だ
今
御
着
席
の
氏
名
表
示
板
に
記
載
し
て
あ
り
ま
す
番
号
の
と
お
り
、
議
席
を

指
定
し
ま
す
。 

 
 

該
当
議
員
さ
ん
は
、
お
手
元
の
名
簿
の
順
に
自
席
で
自
己
紹
介
を
お
願
い
致
し
ま

す
。 そ

れ
で
は
、
二
十
七
番
の
関
塚
賢
一
郎
君
か
ら
お
願
い
致
し
ま
す
。 

 

（
該
当
議
員
自
己
紹
介
） 

 

〇
議
長
（
伊
藤
治
通
君
）
次
に
、
会
議
録
署
名
議
員
を
ご
指
名
申
し
上
げ
ま
す
。 

十
八
番 

宮
坂
重
道
君
、
二
十
四
番 

涌
井
富
生
君
、
以
上
、
二
名
の
方
を
指
名

致
し
ま
す
。 

こ
の
際
、
諸
般
の
報
告
を
致
し
ま
す
。 

 

監
査
委
員
か
ら
、
平
成
十
七
年
一
月
分
及
び
二
月
分
の
一
般
会
計
・
特
別
会
計
の

例
月
現
金
出
納
検
査
の
結
果
に
つ
い
て
、
議
長
の
手
元
に
報
告
書
が
ま
い
っ
て 

お
り
ま
す
の
で
、
御
報
告
致
し
ま
す
。 

 

次
に
、
人
事
の
紹
介
を
申
し
上
げ
ま
す
。 
 

過
般
、
理
事
者
に
異
動
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
紹
介
致
し
ま
す
。 

 

自
己
紹
介
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 

（
事
務
局
次
長
市
村
卓
美
君
、
事
務
局
総
務
課
主
幹
和
田
秀
晴
君
、 

事
務
局
総
務
課
課
長
補
佐
犬
飼
厚
君
自
己
紹
介
） 
 

〇
議
長
（
伊
藤
治
通
君
）
そ
れ
で
は
、
議
事
に
入
り
ま
す
。 

初
め
に
、
議
会
第
六
号
「
常
任
委
員
会
委
員
の
選
任
に
つ
い
て
」
を
議
題
と
致
し

ま
す
。 

本
件
に
関
し
ま
し
て
は
、先
に
広
域
連
合
議
会
議
員
に
一
部
異
動
が
あ
り
ま
し
た
。 

 
 

こ
の
た
め
、
長
野
広
域
連
合
議
会
委
員
会
条
例
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

議
長
か
ら
後
任
の
委
員
を
指
名
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

総
務
委
員
会
委
員
に
、
二
十
七
番 

関
塚
賢
一
郎
君
、
以
上
一
名 

 
 

福
祉
環
境
委
員
会
委
員
に
、
二
十
八
番 

小
林
毅
君
、
以
上
一
名 

 
 

お
諮
り
致
し
ま
す
。 

 
 

た
だ
今
、
議
長
よ
り
指
名
致
し
ま
し
た
と
お
り
、
後
任
の
委
員
を
選
任
す
る
こ
と

に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
  

（「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

 

〇
議
長
（
伊
藤
治
通
君
）
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

よ
っ
て
、
た
だ
今
、
指
名
致
し
ま
し
た
と
お
り
常
任
委
員
会
委
員
に
選
任
す
る
こ

と
に
決
し
ま
し
た
。 

次
に
、
議
会
第
七
号
「
議
会
運
営
委
員
会
委
員
の
選
任
に
つ
い
て
」
を
議
題
と
致



 6 13 

し
ま
す
。 

本
件
に
関
し
ま
し
て
は
、先
に
広
域
連
合
議
会
議
員
に
一
部
異
動
が
あ
り
ま
し
た
。 

 
 

こ
の
た
め
、
長
野
広
域
連
合
議
会
委
員
会
条
例
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

議
長
か
ら
後
任
の
委
員
を
指
名
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

議
会
運
営
委
員
会
委
員
に
、
二
十
七
番 

関
塚
賢
一
郎
君
、
以
上
一
名 

 
 

お
諮
り
致
し
ま
す
。 

 
 

た
だ
今
、
議
長
よ
り
指
名
致
し
ま
し
た
と
お
り
、
後
任
の
委
員
を
選
任
す
る
こ
と

に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 

（「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

 

〇
議
長
（
伊
藤
治
通
君
）
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

よ
っ
て
、
た
だ
今
、
指
名
致
し
ま
し
た
と
お
り
議
会
運
営
委
員
会
委
員
に
選
任
す

る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。 

続
い
て
議
事
に
入
り
ま
す
。 

議
案
第
八
号
か
ら
議
案
第
十
号
ま
で
、
以
上
三
件
、
一
括
議
題
と
致
し
ま
す
。 

 
 

理
事
者
か
ら
提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。 

鷲
澤
正
一
連
合
長 
 

 
 

〇
広
域
連
合
長
（
鷲
澤
正
一
君
）
本
日
、
こ
こ
に
平
成
十
七
年
四
月
長
野
広
域
連
合

議
会
臨
時
会
を
招
集
い
た
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
議
員
の
皆
様
に
は
、
年
度
始
め

の
何
か
と
お
忙
し
い
中
、
御
出
席
を
い
た
だ
き
ま
し
て
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。 

本
日
、提
出
い
た
し
ま
し
た
案
件
は
、「
長
野
広
域
連
合
人
事
行
政
の
運
営
等
の
状

況
の
公
表
に
関
す
る
条
例
」
等
、
条
例
三
件
並
び
に
収
入
役
及
び
監
査
委
員
の
選
任

の
五
件
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
の
際
、
本
年
度
の
主
要
事
業
に
つ
い
て
、
若
干
触
れ

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

ま
ず
、
ご
み
処
理
施
設
建
設
関
係
に
つ
き
ま
し
て
は
、
長
野
市
に
建
設
す
る
一
施

設
目
の
ご
み
焼
却
施
設
に
つ
い
て
、
一
昨
日
の
四
月
二
十
日
、
第
十
五
回
長
野
市
ご

み
焼
却
施
設
建
設
地
検
討
委
員
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
結
果
、
建
設
候
補

地
と
し
て
二
箇
所
が
選
定
さ
れ
ま
し
た
。 

ご
み
焼
却
施
設
は
、
住
民
生
活
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
極
め
て
重
要
な
施
設
で
あ

り
ま
す
。 

ま
た
、
安
全
性
の
確
保
や
周
辺
環
境
の
整
備
な
ど
に
は
、
十
分
な
対
策
を
講
じ
、

さ
ら
に
施
設
周
辺
の
ま
ち
づ
く
り
に
あ
た
っ
て
は
、
生
活
環
境
の
一
層
の
向
上
、
イ

メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
が
図
ら
れ
る
よ
う
な
方
策
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

本
連
合
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
長
野
市
に
お
け
る
今
後
の
建
設
候
補
地
の
決
定
を

受
け
、
長
野
市
と
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
地
域
住
民
の
皆
様
に
十
分
御
説
明
し
、
施

設
建
設
に
向
け
て
御
理
解
が
得
ら
れ
る
よ
う
、
万
全
の
体
制
で
臨
ん
で
参
り
ま
す
。 

ま
た
、
国
に
お
い
て
は
、
本
年
度
、
従
来
の
廃
棄
物
処
理
施
設
整
備
費
補
助
金
に

代
わ
り
、
循
環
型
社
会
形
成
推
進
交
付
金
制
度
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
こ
と
か
ら
、
本

連
合
に
お
い
て
も
、
こ
の
交
付
金
制
度
が
適
用
さ
れ
る
よ
う
、
国
、
県
を
含
め
た
協

議
会
の
設
置
や
地
域
計
画
の
策
定
な
ど
、
必
要
な
手
続
き
を
早
急
に
進
め
て
参
り
た

い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

な
お
、
他
の
二
ブ
ロ
ッ
ク
に
お
け
る
適
地
選
定
に
つ
き
ま
し
て
も
、
選
定
作
業
が

円
滑
に
推
進
さ
れ
る
よ
う
努
め
て
参
り
ま
す
の
で
、
議
員
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て 
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は
、
引
き
続
き
、
格
段
の
御
理
解
と
御
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

次
に
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
「
小
布
施
荘
」
の
改
築
に
つ
き
ま
し
て
は
、
３
月

中
に
予
定
ど
お
り
竣
工
い
た
し
ま
し
て
、
四
月
か
ら
は
小
規
模
単
位
生
活
型
指
定
介

護
老
人
福
祉
施
設
、
い
わ
ゆ
る
完
全
個
室
・
ユ
ニ
ッ
ト
型
の
施
設
と
し
て
、
新
た
な

ス
タ
ー
ト
を
切
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

ま
た
、
今
月
十
四
日
に
は
、
議
員
の
皆
様
に
御
参
列
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、
さ
さ

や
か
な
が
ら
竣
工
式
を
執
り
行
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

施
設
建
設
に
対
す
る
こ
れ
ま
で
の
議
員
の
皆
様
の
御
理
解
、
御
協
力
に
深
く
感
謝

申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

今
後
は
、
圏
域
の
高
齢
者
福
祉
の
一
翼
を
担
う
施
設
と
し
て
、
今
ま
で
以
上
に
お

客
様
方
に
御
満
足
い
た
だ
け
る
施
設
と
な
る
よ
う
、
努
力
し
て
参
り
た
い
と
考
え
て

お
り
ま
す
。 

ま
た
、
国
が
見
直
し
を
行
っ
て
い
る
介
護
保
険
制
度
の
改
正
に
つ
き
ま
し
て
は
、

総
合
的
な
介
護
予
防
シ
ス
テ
ム
の
構
築
や
施
設
給
付
の
見
直
し
な
ど
を
柱
と
し
、
現

在
、
国
会
に
お
い
て
審
議
中
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
実
施
時
期
に
つ
き
ま
し
て
は
、
一

部
、
従
来
型
特
養
利
用
者
の
居
住
費
負
担
な
ど
の
部
分
を
除
き
、
平
成
十
八
年
度
か

ら
の
本
格
実
施
が
予
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
。 

今
回
の
介
護
保
険
制
度
の
改
正
は
、
本
連
合
の
老
人
福
祉
施
設
等
の
運
営
や
介
護

認
定
に
も
影
響
が
予
想
さ
れ
ま
す
が
、
詳
細
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
ま
せ

ん
の
で
、
今
後
、
国
の
動
向
に
注
目
し
、
情
報
収
集
に
努
め
な
が
ら
、
本
連
合
の
事

務
に
関
連
す
る
事
項
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
て
参
り
ま
す
。 

次
に
、
介
護
認
定
に
つ
き
ま
し
て
は
、
介
護
保
険
制
度
の
発
足
か
ら
五
年
が
経
過

し
、
制
度
の
定
着
と
と
も
に
要
介
護
認
定
者
数
も
落
ち
着
い
て
き
て
お
り
、
平
成
十

六
年
度
の
審
査
判
定
件
数
は
、
二
万
七
千
百
四
件
で
、
前
年
度
対
比
百
・
四
パ
ー
セ

ン
ト
の
微
増
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

申
請
の
内
訳
に
つ
き
ま
し
て
は
、
新
規
申
請
が
五
千
二
百
五
十
二
件
で
前
年
度
対

比
八
十
九
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
更
新
申
請
が
二
万
九
十
九
件
で
百
二
・
八
パ
ー
セ
ン

ト
、変
更
申
請
等
が
千
七
百
五
十
三
件
で
百
九
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

な
お
、
介
護
認
定
の
更
新
に
係
る
有
効
期
間
が
二
十
四
箇
月
に
延
長
さ
れ
た
件
数

は
、
五
千
七
百
九
十
九
件
で
、
要
支
援
を
除
く
更
新
件
数
の
三
十
三
・
六
パ
ー
セ
ン

ト
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

ま
た
、
介
護
認
定
審
査
会
に
つ
い
て
は
、
公
平
・
公
正
で
迅
速
な
審
査
・
判
定
に

努
め
て
お
り
ま
す
が
、
委
員
の
任
期
が
２
年
と
な
っ
て
お
り
ま
す
こ
と
か
ら
、
本
年

三
月
三
十
一
日
の
任
期
満
了
に
伴
う
介
護
認
定
審
査
委
員
の
任
命
式
を
三
月
十
三
日

に
行
な
い
ま
し
て
、
新
委
員
四
十
名
、
継
続
委
員
百
四
十
名
の
合
計
百
八
十
名
を
新

た
な
委
員
と
し
て
委
嘱
申
し
上
げ
、
四
月
か
ら
要
介
護
認
定
審
査
を
実
施
し
て
い
た

だ
い
て
お
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

以
上
、
平
成
十
七
年
度
の
主
要
事
業
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
本
日
、
提

出
い
た
し
ま
し
た
案
件
の
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
人
事
案
件
は
私
か
ら
、
人
事
案

件
以
外
は
助
役
か
ら
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
の
で
、
何
と
ぞ
十
分
御
審
議
の
上
、
議

決
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
し
て
、
あ
い
さ
つ
と
い
た
し
ま
す
。 

 

〇
議
長
（
伊
藤
治
通
君
）
市
川
衛
助
役 

 
〇
助
役
（
市
川
衛
君
） 

 



 8 13 

  
 

議
案
第
八
号
か
ら
議
案
第
十
号
の
条
例
案
件
に
つ
き
ま
し
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま

す
。 議

案
第
八
号「
長
野
広
域
連
合 

人
事
行
政
の
運
営
等
の
状
況
の
公
表
に
関
す
る
条

例
」
に
つ
き
ま
し
て
は
、
地
方
公
務
員
法
の
改
正
に
伴
い
、
人
事
行
政
運
営
の
公
平

性
・
透
明
性
を
確
保
す
る
た
め
、
職
員
の
任
用
、
給
与
等
の
状
況
を
公
表
す
る
こ
と

に
関
し
規
定
す
る
た
め
、
制
定
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

次
に
、
議
案
第
九
号
「
長
野
広
域
連
合
職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
暇
等
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
」
に
つ
き
ま
し
て
は
、
人
事
院
規
則
の
改
正
に
基
づ

き
、「
小
学
校
就
学
前
の
子
を
養
育
す
る
職
員
」及
び「
要
介
護
者
を
介
護
す
る
職
員
」

の
早
出
又
は
遅
出
勤
務
に
関
す
る
規
定
を
追
加
す
る
た
め
、
改
正
す
る
も
の
で
あ
り

ま
す
。 

次
に
、
議
案
第
十
号
「
長
野
広
域
連
合
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
」
に
つ
き
ま
し
て
は
、
本
年
四
月
一
日
を
も
っ
て
中
野
市
及
び
下
高
井

郡
豊
田
村
が
合
併
し
た
こ
と
に
伴
い
、
職
員
の
在
勤
地
の
範
囲
に
関
す
る
規
定
を
改

め
る
た
め
、
改
正
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

以
上
、
条
例
案
件
に
つ
き
ま
し
て
御
説
明
を
申
し
上
げ
ま
し
た
。 

 
 

よ
ろ
し
く
御
審
議
の
上
、
御
決
定
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

〇
議
長
（
伊
藤
治
通
君
）
以
上
で
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。 

 
 

こ
れ
よ
り
議
案
質
疑
に
入
り
ま
す
。 

は
じ
め
に
、
議
案
第
八
号
「
長
野
広
域
連
合 

人
事
行
政
の
運
営
等
の
状
況
の
公
表

に
関
す
る
条
例
」
に
つ
い
て
質
疑
を
お
願
い
致
し
ま
す
。 

 
（「
進
行
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

 

〇
議
長
（
伊
藤
治
通
君
）
進
行
致
し
ま
す
。 

次
に
、
議
案
第
九
号
「
長
野
広
域
連
合
職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
暇
等
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
」
に
つ
い
て
質
疑
を
お
願
い
致
し
ま
す
。 

 

（「
進
行
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

 

〇
議
長
（
伊
藤
治
通
君
）
進
行
致
し
ま
す
。 

次
に
、
議
案
第
十
号
「
長
野
広
域
連
合
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
」
に
つ
い
て
質
疑
を
お
願
い
致
し
ま
す
。 

 

（「
進
行
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

 

〇
議
長
（
伊
藤
治
通
君
）
進
行
致
し
ま
す
。 

 
 

以
上
で
、
議
案
の
質
疑
を
終
結
致
し
ま
す
。 

 
 

議
案
第
八
号
か
ら
議
案
第
十
号
ま
で
、
以
上
三
件
、
お
手
元
に
配
布
致
し
ま
し
た 

委
員
会
付
託
表
の
と
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
関
係
の
常
任
委
員
会
に
付
託
致
し
ま
す
。 

次
に
、
議
案
第
十
一
号
「
収
入
役
の
選
任
に
つ
い
て
」
を
議
題
と
致
し
ま
す
。 

 
 

理
事
者
の
説
明
を
求
め
ま
す
。 

鷲
澤
正
一
連
合
長 

 

○ 

広
域
連
合
長
（
鷲
澤
正
一
君
）
そ
れ
で
は
、
議
案
第
十
一
号 

収
入
役
の
選
任
に 
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つ
い
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

こ
れ
は
、
去
る
三
月
三
十
一
日
を
も
ち
ま
し
て
任
期
満
了
と
な
り
ま
し
た
伊
藤

克
昭
氏
の
後
任
と
い
た
し
ま
し
て
、
引
続
き
、「
長
野
市
中
御
所
五
丁
目
八
番
五

号
」
伊
藤
克
昭
氏
を
選
任
し
た
い
の
で
、
地
方
自
治
法 

第
百
六
十
八
条
第
七
項

の
規
定
に
よ
り
、
議
会
の
御
同
意
を
お
願
い
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
伊
藤
氏

は
、
現
在
、
長
野
市
収
入
役
に
就
任
さ
れ
て
お
り
ま
す
。 

 

〇
議
長
（
伊
藤
治
通
君
）
以
上
で
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。 

お
諮
り
致
し
ま
す
。 

     

本
件
に
関
し
ま
し
て
は
、
質
疑
、
討
論
、
委
員
会
付
託
を
省
略
し
て
、
た
だ
ち

に
採
決
に
は
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 

（「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

 

〇
議
長
（
伊
藤
治
通
君
）
御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

    

採
決
に
は
い
り
ま
す
。 

    

採
決
を
行
い
ま
す
。 

本
件
を
原
案
の
と
お
り
選
任
に
つ
い
て
同
意
す
る
こ
と
に
賛
成
の
諸
君
の
起
立
を

求
め
ま
す
。 

 

（
賛
成
者
起
立
） 

 

〇
議
長
（
伊
藤
治
通
君
） 

全
員
賛
成
と
認
め
ま
す
。 

  
 

よ
っ
て
、本
件
は
原
案
の
と
お
り
選
任
に
つ
い
て
同
意
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。 

  
 
 
 

（
伊
藤
克
昭
収
入
役
入
場
、
着
席
） 

 

〇
議
長
（
伊
藤
治
通
君
）
伊
藤
克
昭
収
入
役
か
ら
挨
拶
を
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

〇
収
入
役
（
伊
藤
克
昭
君
）
収
入
役
の
伊
藤
克
昭
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
い
ま
は
、
御
同

意
を
賜
り
ま
し
て
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
い
ま
ま
で
こ
の
職
責
を
努
め

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
こ
こ
ま
で
来
れ
た
の
は
議
員
各
位
の
ご
指
導
の
賜
で

あ
り
ま
し
て
、
重
ね
て
お
礼
を
申
し
上
げ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。
再

選
に
当
た
り
ま
し
て
微
力
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
長
野
広
域
連
合
の
益
々
の
発
展
の

た
め
に
、
そ
の
職
責
を
果
た
し
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ

く
し
お
願
い
申
し
上
げ
ま
し
て
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

〇
議
長
（
伊
藤
治
通
君
）
次
に
、
議
案
第
十
二
号
「
監
査
委
員
の
選
任
に
つ
い
て
」
を

議
題
と
致
し
ま
す
。 

 
 
 

理
事
者
の
説
明
を
求
め
ま
す
。 

鷲
澤
正
一
連
合
長 

 

〇
広
域
連
合
長
（
鷲
澤
正
一
君
）
そ
れ
で
は
、
議
案
第
十
二
号 

監
査
委
員
の
選
任
に

つ
い
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

こ
れ
は
、
二
名
の
監
査
委
員
の
う
ち
、
識
見
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
御
就
任
い

た
だ
い
て
お
り
ま
し
た
戸
谷
修
一
氏
が
、
三
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
辞
職
さ
れ
た
た
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め
、
後
任
の
委
員
と
し
て
、「
長
野
市
松
代
町
東
条
一
六
九
八
番
地
一
」
小
林
昭
人
氏

を
選
任
し
た
い
の
で
、
地
方
自
治
法
第
百
九
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
議
会

の
御
同
意
を
お
願
い
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

小
林
氏
は
、
元
長
野
市
事
務
吏
員
で
あ
り
、
行
政
改
革
推
進
局
長
を
最
後
に
御
退

職
さ
れ
、
現
在
は
、
長
野
市
代
表
監
査
委
員
に
就
任
さ
れ
て
お
り
ま
す
。 

 

〇
議
長
（
伊
藤
治
通
君
）
以
上
で
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。 

お
諮
り
致
し
ま
す
。 

    

本
件
に
関
し
ま
し
て
は
、
質
疑
、
討
論
、
委
員
会
付
託
を
省
略
し
て
、
た
だ
ち
に

採
決
に
は
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 

（「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

 

〇
議
長
（
伊
藤
治
通
君
）
御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

    

採
決
に
は
い
り
ま
す
。 

    

採
決
を
行
い
ま
す
。 

本
件
を
原
案
の
と
お
り
選
任
に
つ
い
て
同
意
す
る
こ
と
に
賛
成
の
諸
君
の
起
立
を

求
め
ま
す
。 

 

（
賛
成
者
起
立
） 

 

〇
議
長
（
伊
藤
治
通
君
） 

全
員
賛
成
と
認
め
ま
す
。 

た
だ
今
よ
り
、
常
任
委
員
会
開
催
の
た
め
、
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
休
憩
致
し
ま

す
。 

 

（
休
憩
）
午
後
四
時 

 
 （

再
開
）
午
後
四
時
三
十
分 

 
 

〇
議
長
（
伊
藤
治
通
君
）
休
憩
前
に
引
き
続
き
会
議
を
開
き
ま
す
。 

こ
れ
よ
り
総
務
委
員
会
副
委
員
長
の
互
選
の
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

総
務
委
員
会
委
員
長 

関
塚
賢
一
郎
君
、
以
上
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。 

 

そ
れ
で
は
、
議
案
第
八
号
か
ら
議
案
第
十
号 

以
上
三
件
、
一
括
議
題
と
致
し
ま
す
。 

 
 

総
務
委
員
会
の
審
査
が
終
了
致
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
よ
り
審
査
の
経
過
並

び
に
結
果
に
つ
い
て
、
各
委
員
長
か
ら
報
告
を
求
め
ま
す
。 

 
 

総
務
委
員
会
委
員
長 

北
澤
正
啓
君 

 
 
 

 

○
総
務
委
員
会
委
員
長
（
北
澤
正
啓
君
）
十
四
番 

北
澤
正
啓
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

私
か
ら
、
長
野
広
域
連
合
議
会
臨
時
会
に
お
き
ま
し
て
、
総
務
委
員
会
に
付
託
さ

れ
ま
し
た
議
案
の
審
査
の
結
果
に
つ
き
ま
し
て
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

審
査
の
結
果
に
つ
き
ま
し
て
は
、
お
手
元
に
配
布
さ
れ
て
お
り
ま
す
総
務
委
員
会

決
定
報
告
書
の
と
お
り
決
定
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。 

 
〇
議
長
（
伊
藤
治
通
君
）
た
だ
今
か
ら
、
各
委
員
長
報
告
に
対
す
る
質
疑
、
討
論
、
採

決
を
行
い
ま
す
。 

 
 

初
め
に
、
議
案
第
八
号
「
長
野
広
域
連
合
人
事
行
政
の
運
営
等
の
状
況
の
公
表
に
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関
す
る
条
例
」、
質
疑
、
討
論
の
通
告
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
直
ち
に
採
決
に
入
り
ま

す
。 採

決
を
行
い
ま
す
。 

 
 

委
員
長
報
告
の
と
お
り
決
す
る
こ
と
に
賛
成
の
諸
君
の
挙
手
を
求
め
ま
す
。 

  
 
 
 

（
賛
成
者
挙
手
） 

 

〇
議
長
（
伊
藤
治
通
君
）
全
員
賛
成
と
認
め
ま
す
。 

   

よ
っ
て
、
委
員
長
報
告
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。 

次
に
、
議
案
第
九
号
「
長
野
広
域
連
合
職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
暇
等
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
」、
質
疑
、
討
論
の
通
告
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
直
ち

に
採
決
に
入
り
ま
す
。 

 
 

採
決
を
行
い
ま
す
。 

 
 

委
員
長
報
告
の
と
お
り
決
す
る
こ
と
に
賛
成
の
諸
君
の
挙
手
を
求
め
ま
す
。 

 

（
賛
成
者
挙
手
） 

 

〇
議
長
（
伊
藤
治
通
君
）
全
員
賛
成
と
認
め
ま
す
。 

   

よ
っ
て
、
委
員
長
報
告
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。 

次
に
、
議
案
第
十
号
「
長
野
広
域
連
合
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
」、
質
疑
、
討
論
の
通
告
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
直
ち
に
採
決
に
入
り
ま

す
。 

 
 

採
決
を
行
い
ま
す
。 

 
 

委
員
長
報
告
の
と
お
り
決
す
る
こ
と
に
賛
成
の
諸
君
の
挙
手
を
求
め
ま
す
。 

  
 
 
 

（
賛
成
者
挙
手
） 

 

〇
議
長
（
伊
藤
治
通
君
）
全
員
賛
成
と
認
め
ま
す
。 

   

よ
っ
て
、
委
員
長
報
告
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。 

    

以
上
を
も
ち
ま
し
て
、
本
議
会
臨
時
会
に
提
出
さ
れ
ま
し
た
案
件
の
審
議
は
全
て

終
了
致
し
ま
し
た
。 

    

次
に
、
広
域
連
合
長
か
ら
発
言
を
求
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
を
許
可
し

ま
す
。 

鷲
澤
正
一
連
合
長  

 

広
域
連
合
長
（
鷲
澤
正
一
君
）
四
月
長
野
広
域
連
合
議
会
臨
時
会
の
閉
会
に
当
た
り
ま

し
て
、
御
礼
の
ご
あ
い
さ
つ
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

本
日
提
出
い
た
し
ま
し
た
案
件
に
つ
き
ま
し
て
、
原
案
ど
お
り
御
決
定
を
い
た
だ

き
ま
し
て
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

新
年
度
も
ス
タ
ー
ト
し
て
、
早
、
一
箇
月
が
過
ぎ
よ
う
と
し
て
お
り
ま
す
が
、
今

後
も
圏
域
住
民
の
福
祉
向
上
の
た
め
、
関
係
市
町
村
と
協
力
し
な
が
ら
、
本
連
合
の

諸
事
業
を
着
実
に
実
施
し
て
参
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
の
で
、
議
員
の
皆
様
の

引
き
続
き
の
御
支
援
、
御
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

春
爛
漫
の
好
季
節
と
な
っ
て
参
り
ま
し
た
が
、
思
い
が
け
ぬ
花
冷
え
の
日
も
あ
ろ

う
か
と
思
い
ま
す
。 
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議
員
の
皆
様
に
は
、
年
度
始
め
の
御
多
忙
の
時
期
と
は
思
い
ま
す
が
、
健
康
に
は

十
分
御
留
意
い
た
だ
き
ま
し
て
、
ま
す
ま
す
の
御
活
躍
を
祈
念
申
し
上
げ
、
御
礼
の

ご
あ
い
さ
つ
と
い
た
し
ま
す
。 

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 

〇
議
長
（
伊
藤
治
通
君
）
以
上
を
も
ち
ま
し
て
、
平
成
十
七
年
四
月
長
野
広
域
連
合
議

会
臨
時
会
を
閉
会
し
ま
す
。 

   

午
後
四
時
三
十
五
分 
閉
会 
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地
方
自
治
法
第
百
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
署
名
す
る
。 

 

平
成
十
七
年 

 

月 
 

日 
    

議 
 
 
 
 

長 
 
 

 
  

副 
 

議 
 

長 
 
 

 
  

署 
名 
議 

員 
 
 

 
  

署 

名 

議 

員 
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地
方
自
治
法
第
百
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
署
名
す
る
。 

 

平
成
十
七
年
七
月
二
十
九
日 

     

議 
 
 
 
 

長 
 
 
 

伊 
 

藤 
 

治 
 

通 
 

 
  

副 
 

議 
 

長 
 
 
 

善 
 

財 
 

文 
 

夫 
 

  

署 

名 
議 

員 
 
 
 

宮 
 

坂 
 

重 
 

道 
  

署 

名 

議 

員 
 
 
 

涌 
 

井 
 

富 
 

生 


